
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

いじめ 

発見者 
生活指導主任 校長 教頭 

柏崎市 

教育委員会 

いじめ対策委員会 

（校長、教頭、教務主任、生活指導主任、養護教

諭、関係学級担任） 

○対応の協議 

○いじめを受けた児童及び保護者に対する支援 

○いじめを行った児童に対する指導及び保護者

に対する助言 



 
 

 



 
 

 



 
 

「資料」 

いじめ防止対策推進法  

第九条（保護者の責務等） 

   １ 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう

、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 

  ２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。 

  ３ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよ

う努めるものとする。 

  ４ 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定

は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。 



 
 


